
（様式－２）

　 　 　 ６月１４日改訂積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］　施工管理基準

現　　　　　行 改　　　　　定　（案） 適　　　　　用

畑・牧草畑の吸水渠及び集水渠の測定
項目、規格値の変更

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ 

 

 

±50 

布設深 ＋100,－50 

集水渠 布設深 

 

＋100,－50 

 

捕水渠 

延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

 掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均深

さの－10％ 

床下げの場合、（現

況床下深さ＋平均床

下深さ）の－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ ±50 

【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

集水渠 【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

捕水渠 延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均

深さの－10％ 

床 下 げ の 場 合 、

（現況床下深さ＋

平均床下深さ）の

－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ 

 

 

±50 

布設深 ＋100,－50 

集水渠 布設深 

 

＋100,－50 

 

捕水渠 

延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

 掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均深

さの－10％ 

床下げの場合、（現

況床下深さ＋平均床

下深さ）の－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ ±50 

【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

集水渠 【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

捕水渠 延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均

深さの－10％ 

床 下 げ の 場 合 、

（現況床下深さ＋

平均床下深さ）の

－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ 

 

 

±50 

布設深 ＋100,－50 

集水渠 布設深 

 

＋100,－50 

 

捕水渠 

延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

 掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均深

さの－10％ 

床下げの場合、（現

況床下深さ＋平均床

下深さ）の－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ ±50 

【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

集水渠 【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

捕水渠 延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均

深さの－10％ 

床 下 げ の 場 合 、

（現況床下深さ＋

平均床下深さ）の

－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ 

 

 

±50 

布設深 ＋100,－50 

集水渠 布設深 

 

＋100,－50 

 

捕水渠 

延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

 掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均深

さの－10％ 

床下げの場合、（現

況床下深さ＋平均床

下深さ）の－10％ 

 

 番 号 工  種 測定項目 規 格 値 

29 29-1 暗渠排水 

吸水渠 

各渠延長 －500 

暗
渠
排
水 

吸水渠間隔 ±500 

疎水材の高さ ±50 

【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

集水渠 【水田・汎用田】 

布設深 

【畑・牧草畑】 

高さ 

 

＋100,－50 

 

±30 

捕水渠 延長 －500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

平均深さの－10% 

付帯明渠 延長 

 

－500 

掘削幅 

 

敷巾±100 

上巾－100 

掘削深 

 

 

 

新掘の場合、平均

深さの－10％ 

床 下 げ の 場 合 、

（現況床下深さ＋

平均床下深さ）の

－10％ 

 



（様式－２）

積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］ 担当課：農業設計課

現　　　　　行 改　　　　　定　（案） 適　　　　　用

 測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。 【水田・汎用田】 

 

 

 

 

【畑・牧草畑】 

 

 

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

【集水渠】 

延長50mごと1点。 

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 
全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１
Ｈ２ Ｈ３

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。   

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

延長50mごと1点。   

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 

全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。 【水田・汎用田】 

 

 

 

 

【畑・牧草畑】 

 

 

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

【集水渠】 

延長50mごと1点。 

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 
全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１
Ｈ２ Ｈ３

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。   

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

延長50mごと1点。   

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 

全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。 【水田・汎用田】 

 

 

 

 

【畑・牧草畑】 

 

 

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

【集水渠】 

延長50mごと1点。 

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 
全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１
Ｈ２ Ｈ３

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。   

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

延長50mごと1点。   

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 

全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。 【水田・汎用田】 

 

 

 

 

【畑・牧草畑】 

 

 

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

【集水渠】 

延長50mごと1点。 

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 
全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１
Ｈ２ Ｈ３

測定基準 測 定 箇 所 摘 要 

各渠ごとに測定する。   

 各渠ごとに1点。 

1線につき上・下流中間の3箇所を測定。た

だし1線の長さが100m未満のときは、上・

下流の2箇所を測定。また、集水渠に接続

する吸水渠については下流の測定を省略で

きる。 

【水田・汎用田】 

測定は半数以上。ただし、監督職員との協

議により1/4以上とすることができる。 

 

 

延長50mごと1点。   

 

各渠ごと中間点1点。   

 

 

全延長を測定する。 

延長100mごとに1点測定する。  

 

全延長を測定する。   

 

延長50mごとに1点測定する。   

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２）

５月１日改訂

現
　
　
　
行

積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］　品質管理基準

新 設

２－１２８２－１２８

改
　
　
　
訂
　
（

案
）

 



（様式－２）

５月１日改訂積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］　品質管理基準

現
　
　
　
行

新 設

２－１２９２－１２９

改
　
　
　
訂
　
（

案
）

 



（様式－２）

５月１日改訂積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］　品質管理基準

現
　
　
　
行

新 設

２－１３０２－１３０

改
　
　
　
訂
　
（

案
）

 



（様式－２）

６月１４日改訂

現

積算資料名：農業土木工事仕様書［北海道開発局］　品質管理基準

工
種 

種
別 

試験 
区分 試 験 項 目 試験方法 規 格 値 試 験 基 準 摘  要 

４
．
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
（
そ
の
他
） 

材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

 
硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 

試験成績表による。 

 

工
種 

種
別 

試験 
区分 試 験 項 目 試験方法 規 格 値 試 験 基 準 摘  要 

４
．
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
（
そ
の
他
） 

材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

 
硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

 
細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 
ただし、 
 
JIS A 6202（膨張材）は１回/３ヶ月以上 
 
JIS A 6204（化学混和剤）は１回/６ヶ月以上 

試験成績表による。 

 

　
　
　
行

工
種 

種
別 

試験 
区分 試 験 項 目 試験方法 規 格 値 試 験 基 準 摘  要 

４
．
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
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）

 
硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 

試験成績表による。 
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）

 
硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

 
細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 
ただし、 
 
JIS A 6202（膨張材）は１回/３ヶ月以上 
 
JIS A 6204（化学混和剤）は１回/６ヶ月以上 

試験成績表による。 
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硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 

試験成績表による。 
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硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

 
細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 
ただし、 
 
JIS A 6202（膨張材）は１回/３ヶ月以上 
 
JIS A 6204（化学混和剤）は１回/６ヶ月以上 

試験成績表による。 
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硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 

試験成績表による。 
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硫酸ナトリウムによる骨材の安
定性試験 

 
JIS A 1122 
JIS A 5005 

 
細骨材：10%以下 
粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わっ
た場合。 
 
砕砂、砕石： 
製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場
合。 

 
セメントの物理試験 

 
JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

1回/月以上 

 
セメントの化学分析 

 
JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 
JIS R 5212（シリカセメント） 
JIS R 5213（フライアッシュセメント） 
JIS R 5214（エコセメント） 

 
コンクリート用混和材 
・化学混和剤 

 
JIS A 6201 
JIS A 6202 
JIS A 6204 
JIS A 6205 
JIS A 6206 
JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 
JIS A 6202（膨張材） 
JIS A 6204（化学混和剤） 
JIS A 6205（防せい剤） 
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末) 
JIS A 6207(シリカフューム） 

1回/月以上 
 
ただし、 
 
JIS A 6202（膨張材）は１回/３ヶ月以上 
 
JIS A 6204（化学混和剤）は１回/６ヶ月以上 

試験成績表による。 
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